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正 誤

規 則

知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県規則第45号

知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第２号を次のように改める。

(2)子ども手当の認定に関すること

附 則

この規則は、平成22年７月１日から施行する。

山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子
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山形県規則第46号

山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

山形県児童福祉法施行細則（昭和42年３月県規則第11号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第16号中「第36条の37第１項」を「第36条の41第１項」に改める。

別表第１の備考第１項第８号、別表第２の備考第１項第８号及び別表第４の備考第１項第３号中「第41条の19の

２第１項」を「第41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第２項、第41条の19の４第１項及び第２項」に

改める。

別記様式第５号の２（表）中「第36条の37第１項」を「第36条の41第１項」に、「第36条の37第２項」を「第36条

の41第２項」に、「第１条の36第１号」を「第１条の37第１号」に、「第１条の36第３号」を「第１条の37第３号」

に改め、同様式（裏）の注書第４項中「第34条の15第１項各号」を「第34条の19第１項各号」に改め、同注書第６

項中「第１条の36第１号」を「第１条の37第１号」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の備考第１項第８号、別表第２の備考第１項第８号及び

別表第４の備考第１項第３号の改正規定は、平成22年７月１日から施行する。

山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県規則第47号

山形県母子保健法の施行に関する規則の一部を改正する規則

山形県母子保健法の施行に関する規則（昭和63年１月県規則第３号）の一部を次のように改正する。

別表の備考第１項第８号中「第41条の19の２第１項」を「第41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第

２項、第41条の19の４第１項及び第２項」に改める。

附 則

この規則は、平成22年７月１日から施行する。

訓 令

山形県訓令第21号

庁 中

出 先 機 関

山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

別表第１財務の項第15項中「扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び」、「支給についての」

及び「及び確認並びに支給額の決定及び改定」を削り、同表の備考中第８項を第９項とし、第３項から第７項まで

を１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 次の表の左欄に掲げる課に係る財務の項課長専決事項の欄第20項に掲げる事務のうち同項第１号から第５号

までに掲げる経費に係るものについては、第４条第２項ただし書の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる者

がその権限を行使することができる。

右欄左欄

総務事務システム主幹総務部総務厚生課
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「

別表第２総務部の項中 を

」

「

に改め、同項総務厚生課の項源

」

泉徴収等に関すること。の項課長専決事項の欄第１項中「総務厚生課長が」を「総務厚生課で」に、「行つた」を

「所掌する」に改め、同課の項臨時職員等に関すること。の項課長専決事項の欄第１項中「再任用短時間職員」を

「再任用短時間勤務職員」に改め、同表に備考として次のように加える。

備考 総務部の項総務厚生課の項課長専決事項の欄に掲げる事務については、第４条第２項ただし書の規定にか

かわらず、総務事務システム主幹がその権限を行使することができる。

附 則

この訓令は、平成22年７月１日から施行する。

山形県訓令第22号

庁 中

出 先 機 関

山形県職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県職員服務規程の一部を改正する訓令

山形県職員服務規程（昭和37年４月県訓令第18号）の一部を次のように改正する。

「

第11条第２項の表中 を

」

１ 恩給及び退

職年金の裁定

（遺族扶助料

を除く。）に

関すること。

年金に関するこ

と。

総務

厚生

課

１ 扶養親族の

認定並びに住

居手当、通勤

手当、単身赴

任手当、寒冷

地手当及び特

地勤務手当に

準ずる手当の

支給について

の認定及び確

認並びに支給

額の決定及び

改定に関する

こと。

給与に関するこ

と。

１ 恩給及び退

職年金の裁定

（遺族扶助料

を除く。）に

関すること。

年金に関するこ

と。

総務

厚生

課

〃子の氏名、生年月日

及び続柄を証明する

書類

〃乳幼児の氏名、生年

月日及び健康診査又

は予防接種の事実が

確認できる書面
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「

に改める。

」

附 則

この訓令は、平成22年６月30日から施行する。

〃子の氏名、生年月日

及び続柄を証明する

書類

告 示

山形県告示第571号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次の

とおり変更した旨の届出があった。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県告示第572号

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から、次の

とおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

西村山郡朝日町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

水源のかん養

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

西村山郡朝日町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

西村山郡大江町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

水源のかん養

(3)変更後の指定施業要件

変更年月日

障 害 福 祉

サービスの

種類

事業所の名称及び所在地指定障害福祉サービス

事業者の名称及び主たる

事務所の所在地 変 更 後変 更 前

平成22.6.1

居 宅 介 護

重度訪問介

護

居宅介護事業所「かざぐるま」
特定非営利活動法人

オープンハウスこんぺい

とう

新庄市住吉町１番12号
新庄市住吉町１番12号

新庄市住吉町1051番地の

２号
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イ 立木の伐採の方法

(ｲ)主伐に係る伐採種は、定めない。

(ﾛ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾊ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

西村山郡西川町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

西村山郡西川町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)次の森林については、主伐は、択伐による。

西村山郡西川町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾊ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾆ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾎ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

村山市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

村山市（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

北村山郡大石田町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

北村山郡大石田町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
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次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課並びに関係市役所及び関

係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

山形県告示第573号

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から、次の

とおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾊ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾆ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾎ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

干害の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

３ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

水源のかん養

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。
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(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

４ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾊ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾆ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾎ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

５ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾊ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾆ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾎ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

６ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

干害の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

７ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所
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最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

公衆の保健

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡最上町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾊ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾆ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

８ (1)指定施業要件変更予定保安林の所在場所

最上郡真室川町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

(2)保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

(3)変更後の指定施業要件

イ 立木の伐採の方法

(ｲ)次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

最上郡真室川町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾛ)次の森林については、主伐は、択伐による。

最上郡真室川町（次の図に示す部分に限る。）

(ﾊ)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ﾆ)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

(ﾎ)間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ロ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課並びに関係町村役場に備

え置いて縦覧に供する。）

山形県告示第574号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 山形羽入線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

20
メートル339.2～

32.0
旧

山形市本屋敷100番１から

同 長表７番まで

同 上
メートル32.2～

32.0
新同 上
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山形県告示第575号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 天童河北線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

山形県告示第576号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 下原山形停車場線

２ 供用開始の区間 山形市清住町三丁目71－７から

同 49－６まで

３ 供用開始の期日 平成22年６月29日

山形県告示第577号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 天童河北線

２ 供用開始の区間 天童市大字高木字原口638－１から

同 字古高木673－２まで

３ 供用開始の期日 平成22年６月29日

山形県告示第578号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 梨郷下伊佐沢線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

169.0
メートル12.0～

10.3
旧

天童市大字高木字原口638－１から

同 字古高木673－２まで

同 上
メートル14.7～

10.3
新同 上
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山形県告示第579号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 余目加茂線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

山形県告示第580号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成22年６月29日から同年７月12日まで縦覧に供す

る。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 余目加茂線

２ 供用開始の区間 東田川郡三川町大字神花字前外川原28番１から

同 大字東沼字村岸400番１まで

３ 供用開始の期日 平成22年６月29日

議 会 関 係

告 示

山形県議会告示第２号

山形県議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県議会議長 佐 貝 全 健

山形県議会事務局規程の一部を改正する規程

山形県議会事務局規程（昭和45年10月県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「次長」を「次長、主幹」に改め、同条第３項の表中

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

1,426
メートル21.0～

8.2
旧

東田川郡三川町大字神花字前外川原28番１から

同 大字東沼字村岸400番１まで

同 上
メートル22.4～

11.0
新同 上

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

498
メートル8.8～

4.0
旧

南陽市梨郷字階2028番４から

同 字寺山2645番４まで
メートル

545
メートル10.7～

5.0

南陽市梨郷字階2013番６から

同 字寺山2645番４まで
メートル

498
メートル8.8～

4.0
新

南陽市梨郷字階2028番４から

同 字寺山2645番４まで
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「

を

」

「

に改め、同条に次の２項を加

」

える。

４ 知事部局総務部総務厚生課の総務事務システム主幹、課長補佐、審査主査及び主事（職員の扶養親族の認定並

びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び

改定に関する事務を担当するものに限る。）の職にある者は、辞令を用いることなく事務局の職員に併任されたも

のとする。

５ 前項の職員が行う事務は、職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の

支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び改定に関する事務とする。

第６条第１項総務課長の項第６号中「子ども手当」を「寒冷地手当の支給」に改め、同項に次の１号を加える。

(7)職員の子ども手当の認定に関すること。

第６条第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項の次に次の２項を加える。

３ 第１項の専決事務のうち主幹が掌理する事務については、主幹限りで専決することができる。ただし、次に掲

げる事項については、この限りでない。

(1)人事、給与及び服務に関すること。（旅行命令及び復命に関すること並びに時間外勤務命令及び休日勤務命

令に関することのうち主幹以外の所属職員に係るものを除く。）

(2)物品の管理に関すること。

４ 第１項総務課長の項第６号に掲げる事務については、前項ただし書の規定にかかわらず、総務事務システム主

幹がその権限を行使することができる。

第８条第１項中「課長補佐。」を「課長補佐。第３項において同じ。」に改める。

第８条第２項中「、政策調査室長」を「及び政策調査室長」に、「政策調査室長補佐」を「政策調査室室長補佐」

に改める。

第８条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「前３項」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 主幹の専決事務については、課長、政策調査室長及び主幹ともに事故があるときは、課長補佐（政策調査室に

置く主幹の専決事務にあっては政策調査室室長補佐）がその事務を代決する。

附 則

この規程は、平成22年７月１日から施行する。

教育委員会関係

規 則

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年６月29日

山 形 県 教 育 委 員 会

委 員 長 長 南 博 昭

山形県教育委員会規則第11号

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

（山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（昭和40年４月県教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。

第４条の７中「第６条の３第３項」を「第６条の３第４項」に、「第４条の11」を「第４条の10」に改める。

第４条の８の前の見出し及び同条を削る。

上司の命を受けて特定事項に関する事務を整理する。副主幹

上司の命を受けて課又は室の特定事項に関する事務を掌理す

る。
主幹

上司の命を受けて特定事項に関する事務を整理する。副主幹
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第４条の９第１項中「の規定」を「又は第３項の規定」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該制限を請求する期間については、条例第６条の３第２項の規定による請求に係る期

間と同条第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

第４条の９第２項及び第３項中「に規定する」を「又は第３項に規定する」に改め、同条を第４条の８とし、

同条の前に見出しとして「（育児を行う学校職員の時間外勤務の制限）」を付する。

第４条の10第１項中「の規定」を「又は第３項の規定」に改め、同項第４号を削り、同条第２項中「の規定」

を「又は第３項の規定」に、同項第２号中「子が」を「子が、条例第６条の３第２項の規定による請求にあつて

は３歳に、同条第３項の規定による請求にあつては」に改め、同条を第４条の９とする。

第４条の11中「第４号並びに」を削り、「第６条の３第３項」を「第６条の３第４項」に、「同条第２項の規定」

を「同条第３項の規定」に、「前条第１項第１号」を「第４条の８第１項中「第６条の３第２項又は第３項」と

あるのは「第６条の３第３項」と、「ものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、条

例第６条の３第２項の規定による請求に係る期間と同条第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないよう

にしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第２項及び第３項中「第６条の３第２項又は第３項」

とあるのは「第６条の３第３項」と、前条第１項中「第６条の３第２項又は第３項」とあるのは「第６条の３第

３項」と、同項第１号」に、「「次の」を「「第６条の３第２項又は第３項」とあるのは「第６条の３第３項」と、

「次の」に改め、同条を第４条の10とする。

別表その他の項第３号の２中「（1）」を「イ」に、「（2）」を「ロ」に改め、同項第５号の３中「（1）」を「イ」

「

に、「（2）」を「ロ」に、「（3）」を「ハ」に改め、同項期間の欄中 を

」

「

に改め、同表中

」

「

を

」

１暦年５日以内

一の年度につき５日以内

医師の診断書又は

これに代わる書面

等。ただし、県教

育委員会がその事

実を確認可能なと

きは、これを省略

することができ

る。

次に掲げる区分ごと

にそれぞれ１暦年５

日以内

(1) 配偶者及び一

親等の親族（小学

校就学の始期に達

するまでの子を除

く。）並びに職員

と住居を一にする

親族を看護する場

合

(2) 小学校就学の

始期に達するまで

の子を看護する場

合

(12) 配偶者及び一親

等の親族並びに職員

と住居を一にする親

族が疾病又は負傷の

ため看護を必要とす

る場合で、職員以外

に看護者がいない

（小学校就学の始期

に達するまでの子を

看護する場合にあつ

ては、その子の看護

のため勤務しないこ

とが相当である）と

認められるとき

当該乳幼児の氏

名、生年月日及び

健康診査又は予防

接種の事実が確認

できる書面。ただ

し、県教育委員会

がその事実を確認

可能なときは、こ

れを省略すること

ができる。

必要と認められる期

間

(13) 職員の保護する

乳幼児が母子保健法

に基づく健康診査又

は予防接種法（昭和

23年法律第68号）に

基づく予防接種を受

ける場合において当

該職員の介助を必要

とするとき
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「

に改める。

」

「

「

別記様式第１号中 を に、

」

」

「□深夜において就業している。

（深夜勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）
を「□深夜において就業している。」に改め、

□就業している。

（時間外勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）」

同様式の備考第２項第１号中「請求する」を「深夜勤務の制限を請求する」に、同項第２号中「就業している」を

「深夜において就業している」に、「就業日数」を「深夜における就業日数」に改める。

別記様式第１号の２中「養育できる者」を「深夜において常態として当該子を養育できる者」に改める。

別記様式第３号の備考第１項を次のように改める。

１ 妊娠中の職員が保健指導又は健康診査を受けるため休暇を申請する場合にあつては、理由の欄に取得しよ

うとする日における妊娠週数も記入すること。

別記様式第３号の備考第２項中「並びに」を「及び」に改め、同備考第３項及び第４項を次のように改める。

県教育委員会が、

その事実を確認す

る必要があると認

められる場合にあ

つては、当該事実

を確認することが

できる書類

次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号

に定める期間

(1) 要介護者の世

話を行う場合 一

の年度につき５日

（要介護者が２人

以上の場合にあつ

ては、10日）以内

(2) 県教育委員会

が定める家族の世

話を行う場合 一

の年度につき５日

以内

(12) 負傷、疾病又は

老齢により日常生活

を営むのに支障があ

る要介護者その他県

教育委員会が定める

家族の世話（看護、

介護その他の県教育

委員会が定める世話

をいう。）のため勤

務しないことが相当

であると認められる

場合

県教育委員会が、

その事実を確認す

る必要があると認

められる場合にあ

つては、当該事実

を確認することが

できる書類

次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号

に定める期間

(1) 子の看護（次号

に掲げる場合を除

く。）を行う場合

一の年度につき

５日（当該子が２

人以上の場合にあ

つては、10日）以

内

(2) 子に母子保健

法に基づく健康診

査又は予防接種法

（昭和23年法律第

68号）に基づく予

防接種を受けさせ

る場合必要と認め

られる期間

(13) 小学校就学の始

期に達するまでの子

の看護（負傷し、若

しくは疾病にかかつ

たその子の世話又は

疾病の予防を図るた

めに必要なものとし

て県教育委員会が定

めるその子の世話を

いう。）のため勤務

しないことが相当で

あると認められる場

合

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務

（条例第６条の３

□第２項 □第３項）

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務
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３ 職員が要介護者の世話のため休暇を申請する場合にあつては、理由の欄に要介護者の氏名、続柄、職員

との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を記入すること。

４ 職員が県教育委員会が定める家族の世話のため休暇を申請する場合にあつては、理由の欄に当該家族の

氏名、続柄及び病名又は病状も記入すること。

別記様式第３号の備考に次の１項を加える。

５ 職員が負傷し、又は疾病にかかつた子の世話のため休暇を申請する場合にあつては理由の欄に子の氏

名、生年月日、続柄及び病名又は病状を記入し、疾病の予防を図るために必要な子の世話のため休暇を申

請する場合にあつては理由の欄に子の氏名、生年月日、続柄及び当該健康診断又は予防接種の名称等を記

入すること。

（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正）

第２条 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（昭和31年

11月県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

第１条の２中「第４条の９」を「第４条の８」に、「第４条の11」を「第４条の10」に、「第４条の10第３項」

を「第４条の９第３項」に、「第12号及び第13号」を「第12号（同号申請をするときに提出すべき書類の欄に限

る。）及び第13号（同号申請をするときに提出すべき書類の欄に限る。）」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成22年６月30日から施行する。

（経過措置）

２ 職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例（平成22年３月県条例第５号。以下「改正条例」とい

う。）第３条の規定による改正後の山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和27年12月県条例第

93号。以下「改正後の条例」という。）第６条の３第２項又は第３項の規定による請求のうち、平成22年６月30

日を改正後の第４条の８第１項の時間外勤務制限開始日とするものに係る同項の規定の適用については、同項中

「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは、「平成22年６月30日」とする。

３ 前項の規定は、改正条例第５条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務

時間及び休暇等に関する条例（昭和27年12月県条例第94号）第２条において準用する改正後の条例第６条の３第

２項又は第３項の規定による請求の手続について準用する。

４ 平成22年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に与えられた第１条の規定による改正前の山形県立

学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）別表その他の項第５号

の３に定める休暇、同項第12号に定める休暇のうち配偶者及び一親等の親族（小学校就学の始期に達するまでの

子を除く。）並びに職員と住居を一にする親族を看護する場合の休暇及び同号に定める休暇のうち小学校就学の

始期に達するまでの子を看護する場合の休暇については、それぞれ第１条の規定による改正後の山形県立学校職

員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）別表その他の項第５号の３に

定める休暇、同項第12号に定める休暇のうち県教育委員会が定める家族の世話を行う場合の休暇及び同項第13号

に定める休暇のうち子の看護を行う場合の休暇として与えられたものとみなす。

５ 前項の規定は、第２条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び

休暇等に関する条例施行規則（以下「改正後の市町村立学校職員の規則」という。）第１条の２において準用す

る改正後の規則別表その他の項第５条の３に定める休暇、同項第12号に定める休暇のうち県教育委員会が定める

家族の世話を行う場合の休暇及び同項第13号に定める休暇のうち子の看護を行う場合の休暇について準用する。

６ この規則の施行前において与えられた改正前の規則別表その他の項第13号に定める休暇については、改正後の

規則別表その他の項第13号に定める休暇のうち子に母子保健法（昭和40年法律第141号）に基づく健康診査又は

予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づく予防接種を受けさせる場合の休暇として与えられたものとみなす。

７ 前項の規定は、改正後の市町村立学校職員の規則第１条の２において準用する改正後の規則別表その他の項第

13号に定める休暇のうち子に母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法に基づく予防接種を受けさせる場合の

休暇について準用する。
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訓 令

山形県教育委員会訓令第７号

庁 中

教育機関（県立学校を除く。）

山形県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山 形 県 教 育 委 員 会

委員長 長 南 博 昭

山形県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

山形県教育委員会職員服務規程（昭和43年７月県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第11条の表特別休暇の項医師の診断書の項中

「 「

を に改め、同表中

」 」

「

を

」

「

に改める。

」

附 則

この訓令は、平成22年６月30日から施行する。

休暇条例施行手続別表そ

の他の項第３号の２に掲

げる場合は、別記様式第

９号による。

休暇条例施行手続別表そ

の他の項第３号に掲げる

場合において休暇の期間

が１週間を超えず、か

つ、教育長が負傷又は疾

病の事実を確認できると

きは、省略することがで

きる。

休暇条例施行手続別表そ

の他の項第３号の２に掲

げる場合は、別記様式第

９号による。

休暇条例施行手続別表そ

の他の項第12号に掲げる

場合にあつては医師の診

断書に代わる書類等をも

つて代えることができ

る。

休暇条例施行手続別表そ

の他の項第３号に掲げる

場合において休暇の期間

が１週間を超えず、か

つ、教育長が負傷又は疾

病の事実を確認できると

き及び同項第12号に掲げ

る場合において教育長が

その事実を確認できると

きは、省略することがで

きる。

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃育てようとする子の氏

名、生年月日及び続柄

を証明する書類

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃介助しようとする乳幼

児の氏名、生年月日及

び健康診査又は予防接

種の事実が確認できる

書面

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃育てようとする子の氏

名、生年月日及び続柄

を証明する書類



山 形 県 公 報 第2155号平成22年６月29日（火曜日）

755

山形県教育委員会訓令第８号

県 立 学 校

山形県立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山 形 県 教 育 委 員 会

委員長 長 南 博 昭

山形県立学校職員服務規程の一部を改正する訓令

山形県立学校職員服務規程（平成２年３月県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項の表特別休暇の項摘要の欄中「別表その他の項第３号の２(1)」を「別表その他の項第３号の２イ」

に、「同項第３号の２(2)」を「同項第３号の２ロ」に改め、「同左別表その他の項第12号に掲げる場合にあっては医

師の診断書に代わる書類等をもって代えることができる。」及び「及び同項第12号に掲げる場合において教育長がそ

の事実を確認できるとき」を削り、同表中

「

を

」

「

に改め、同条第２項中

」

「成人病特別休暇等」を「生活習慣病等特別休暇等」に改め、同条第４項中「別表その他の項第３号の２(1)」を

「別表その他の項第３号の２イ」に、「同項第３号の２(2)」を「同項第３号の２ロ」に、「同号(2)」を「同号ロ」

に改め、同条第５項中「成人病特別休暇等」を「生活習慣病等特別休暇等」に改める。

第９条中「別表その他の項第３号の２(1)」を「別表その他の項第３号の２イ」に、「同項第３号の２(2)」を「同

項第３号の２ロ」に改める。

附 則

この訓令は、平成22年６月30日から施行する。

選挙管理委員会関係

告 示

山形県選挙管理委員会告示第45号

昭和53年12月県選挙管理委員会告示第55号（不在者投票のできる病院等の指定）の一部を次のように改正する。

平成22年６月29日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 熊 谷 誠

５ 介護老人保健施設の項の表中

「

を

」

「

に改める。

」

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃育てようとする子の氏

名、生年月日及び続柄

を証明する書類

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃介助しようとする乳幼

児の氏名、生年月日及

び健康診査又は予防接

種の事実が確認できる

書面

教育長がその事実を確

認できるときは、省略

することができる。

〃育てようとする子の氏

名、生年月日及び続柄

を証明する書類

〃 大字山寺1973－335サニーヒル山寺

〃 旅篭町一丁目７番23号介護療養型老人保健施設木の実

〃 大字山寺1973－335サニーヒル山寺
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監 査 委 員 関 係

訓 令

山形県監査委員訓令第３号

山形県監査委員事務局

山形県監査委員事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県代表監査委員 小 山 壽 夫

山形県監査委員事務局規程の一部を改正する訓令

山形県監査委員事務局規程（昭和50年４月県監査委員訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表課長専決事項の欄第15項を次のように改める。

15 事務局職員の子ども手当の認定に関すること。

附 則

この訓令は、平成22年７月１日から施行する。

人事委員会関係

規 則

山形県人事委員会規則４－１（職員の任用に関する規則）の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年６月29日

山 形 県 人 事 委 員 会

委 員 長 小 野 勝

「室長
別表第１行政職給料表適用職の議会議長の議会事務局の項職級３の欄中「室長」を に改める。

主幹」

附 則

この規則は、平成22年７月１日から施行する。

訓 令

山形県人事委員会訓令第３号

事 務 局

人事委員会の専決事務及び事務代決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年６月29日

山 形 県 人 事 委 員 会

委 員 長 小 野 勝

人事委員会の専決事務及び事務代決規程の一部を改正する訓令

人事委員会の専決事務及び事務代決規程（昭和41年４月県人事委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表課長専決事項の欄第22号を次のように改める。

22 所属職員の子ども手当の認定に関すること。

附 則

この訓令は、平成22年７月１日から施行する。
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企 業 局 関 係

規 程

山形県企業管理規程第16号

山形県企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成22年６月29日

山形県企業管理者 髙 橋 邦 芳

山形県企業局組織規程の一部を改正する規程

山形県企業局組織規程（昭和40年６月県企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

第13条に次の２項を加える。

４ 知事部局総務部総務厚生課の総務事務システム主幹、課長補佐、審査主査及び主事（職員の扶養親族の認定並

びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び

改定に関する事務を担当するものに限る。）の職にある者は、辞令を用いることなく局の職員に併任されたものと

する。

５ 前項に定める職員が行う事務は、職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地

手当の支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び改定に関する事務とする。

附 則

この規程は、平成22年７月１日から施行する。

山形県企業管理規程第17号

山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成22年６月29日

山形県企業管理者 髙 橋 邦 芳

山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程

山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程（昭和40年６月県企業管理規程第10号）の一部を次のように改

正する。

別表第１財務の項第６項中「扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び」、「支給についての

確認及び」及び「並びに支給額の決定及び改定」を削る。

別表第２総務企画課の項給与に関すること。の項課長専決事項の欄を次のように改める。

別表第２に備考として次のように加える。

備考 総務企画課の項給与に関すること。の項課長専決事項の欄に掲げる事務については、第４条第２項ただし

書の規定にかかわらず、主幹がその権限を行使することができる。

附 則

この規程は、平成22年７月１日から施行する。

山形県企業管理規程第18号

山形県企業局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成22年６月29日

山形県企業管理者 髙 橋 邦 芳

山形県企業局就業規程の一部を改正する規程

山形県企業局就業規程（昭和43年４月県企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。

第12条第４項第４号を削る。

１ 職員の扶養親族の認定並

びに住居手当、通勤手当、

単身赴任手当及び寒冷地手

当の支給についての認定及

び確認並びに支給額の決定

及び改定に関すること。
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第12条の２第５項第４号を削る。

第12条の３第１項中「次に掲げる職員以外の職員」を「職員（育児短時間勤務職員等を除く。）」に改め、同項各

号を削り、同条第４項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

第17条中「職員（」を「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（」に改める。

第18条の見出しを削り、同条中「（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することが

できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）」、「第

14条の規定による勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「」及び「」とい

う。）」を削り、同条各号を削り、同条を第18条の２とし、第17条の次に次の１条を加える。

（育児を行う職員の時間外勤務の制限）

第18条 管理者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第14条の規定による勤務（災害そ

の他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。）をさせてはならない。

第19条第１項中「前条」を「前２条」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該制限を請求する期間については、第18条の規定による請求に係る期間と前条の規定に

よる請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

第19条第２項及び第３項中「前条」を「前２条」に改め、同条第６項第４号を削り、同条第７項第２号中「子が」

を「子が、第18条の規定による請求にあつては３歳に、前条の規定による請求にあつては」に改める。

第19条の２中「及び第４号」を削り、「第18条中「職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当

該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。以下この項

において同じ。）」を「第18条の２中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」に、「「前条」を「「前２条」

に、「前条」と、」を「前条」と、「ものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、第18条の

規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とある

のは「ものとする」と、同条第２項及び第３項中「前２条」とあるのは「次条において準用する前条」と、」に改め

る。

第46条の表特別休暇の項第２項中「とし、同欄(12)に掲げる場合にあっては医師の診断書又はこれに代わる書面

等」及び「（同表その他の欄(12)に掲げる場合にあっては、休暇の期間が１週間以上となる場合を含む。）」を削り、

同表特別休暇の項第８項を次のように改める。

８ 管理者がその事実を確認する必要があると認められる場合にあつては、当該事実を確認することができる証明

書類

「 「

別表第３その他の項第５の３号中 を に改め、同項中

」 」

「

を

一の年度につき１暦年

次に掲げる区分ごとにそれぞれ

１暦年５日以内

(1) 配偶者及び一親等の親族

（小学校就学の始期に達する

までの子を除く。）並びに職

員と住居を一にする親族を看

護する場合

(2) 小学校就学の始期に達す

るまでの子を看護する場合

(12) 配偶者及び一親等の親族

並びに職員と住居を一にする

親族が疾病又は負傷のため看

護を必要とする場合で、職員

以外に看護者がいない（小学

校就学の始期に達するまでの

子を看護する場合にあつて

は、その子の看護のため勤務

しないことが相当である）と

認められるとき

user
ノート
平成２２年８月２０日付け第２１７０号９３４頁に正誤あり
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」

「

に改める。

」

別記様式第３号の２を次のように改める。

必要と認められる期間(13) 職員の保護する乳幼児が

母子保健法に基づく健康診査

又は予防接種法（昭和23年法

律第68号）に基づく予防接種

を受ける場合において当該職

員の介助を必要とするとき

次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定める期間

(1) 要介護者の世話を行う場

合 一の年度につき５日（要

介護者が２人以上の場合にあ

つては、10日）以内

(2) 管理者が定める家族の世

話を行う場合 一の年度につ

き５日以内

(12) 負傷、疾病又は老齢によ

り日常生活を営むのに支障が

ある要介護者その他管理者が

定める家族の世話（看護、介

護その他の管理者が定める世

話をいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認めら

れる場合

次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定める期間

(1) 子の看護（次号に掲げる

場合を除く。）を行う場合

一の年度につき５日（当該子

が２人以上の場合にあつて

は、10日）以内

(2) 子に母子保健法に基づく

健康診査又は予防接種法（昭

和23年法律第68号）に基づく

予防接種を受けさせる場合

必要と認められる期間

(13) 小学校就学の始期に達す

るまでの子の看護（負傷し、

若しくは疾病にかかつたその

子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なものとして管

理者が定めるその子の世話を

いう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる

場合
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様式第３号の２

年 月 日

山形県企業管理者 殿

所属 職 氏 名 ○印

育児休業（期間延長）承認請求書

次のとおり育児休業（期間延長）の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明

書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る

子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。

３ 「５ 備考」欄には、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求に係る子の

出生の日から57日間に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該請

求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。）にあってはその氏名、請求者との続柄及び生

年月日、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組が効力を生じた日、請求に係る子以外の子に

ついて現に育児休業の承認を受けている場合にあってはその旨、当該承認に係る子の氏名及び請求に

係る期間等について記入すること。

４ 該当する□にはレ印を記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

□育児休業の期間の延長□育児休業

２ 請 求 の 内 容

□再度の育児休業 □再度の育児休業期間の延長

（再度の育児休業又は再度の育児休業期間の延長が必要な事情を記入すること。）

年 月 日から 年 月 日まで３ 請 求 期 間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

４ 既に育児休業

を し た 期 間

５ 備 考
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別記様式第３号の３中

「

を

」

「

に改め、同

」

様式の注書中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。

「□育児休業等に係る子を配偶者が養育できることとなつた。
別記様式第３号の４中 を「□育児休業等に係る

□育児休業等に係る子が死亡した。 」

子が死亡した。」に改める。

別記様式第３号の６及び別記様式第３号の８を次のように改める。

４ 配偶者の養育計画

配 偶 者 の 氏 名

□育児休業 □育児短時間勤務

□育児休業以外の休業・休暇 □その他（ ）

子を養育するため

の方法

５ 備 考

４ 備 考
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様式第３号の６

年 月 日

山形県企業管理者 殿

所属職 氏 名 ○印

育児短時間勤務（期間延長）承認請求書

次のとおり育児短時間勤務（期間延長）の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求

者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る

子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。

３ 「４ 勤務の形態」欄の「勤務の日及び時間帯」に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当

該欄により難い場合には、「６ 備考」欄に必要な事項を記入すること。

４ 「６ 備考」欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合にあつてはその氏名、

請求者との続柄及び生年月日、請求に係る子が養子の場合にあつては養子縁組の効力が生じた日、請

求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合にあつてはその旨、当該承

認に係る子の氏名及び請求に係る期間等について記入すること。

５ 該当する□にはレ印を記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

□育児短時間勤務 □育児短時間勤務の期間の延長

２ 請 求 の 内 容 □再度の育児短時間勤務（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入すること。）

年 月 日から 年 月 日まで３ 請 求 期 間

週 時間勤務

山形県企業局就業規程第11条

□第１号 □第２号 □第３号 □第４号 □第５号 の勤務の形態

４ 勤 務 の 形 態

月（ ： ～ ： ） 火（ ： ～ ： ）

水（ ： ～ ： ） 木（ ： ～ ： ）

金（ ： ～ ： ）

勤 務 の 日

及 び

時 間 帯

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

５ 既に育児短時間

勤務をした期間

６ 備 考
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様式第３号の８

（表面）

年 月 日

山形県企業管理者 殿

所属職 氏 名 ○印

部 分 休 業 承 認 請 求 書

次のとおり部分休業の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明

書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 該当する□にはレ印を記入すること。

３ 部分休業の承認が、職員の申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

（部分休業が必要な事情を記入すること。）

２ 請 求 の 理 由

３ 請 求 期 間

及 び 時 間

４ 備 考

時 間期 間

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

□毎 日

□その他（ ）

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

□毎 日

□その他（ ）

年 月 日から

年 月 日まで
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（裏面）

「

別記様式第３号の14中「山形県企業管理」を「山形県企業管理者」に、 を

」

「

に、

」

備 考承認者印請求者印時間数
休業の承認を取り消された時間

日付
午 後午 前

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務

（□就業規程第18条

□就業規程第18条の２）

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務
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「□深夜において就業している。

（深夜勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）
を「□深夜において就業している。」に改

□就業している。

（時間外勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）」

め、同様式の備考第２項第１号中「請求する」を「深夜勤務の制限を請求する」に、同項第２号中「就業している」

を「深夜において就業している」に、「就業日数」を「深夜における就業日数」に改める。

別記様式第３号の15中「養育できる者」を「深夜において常態として当該子を養育できる者」に改める。

別記様式第13号の注書第２項中「並びに」を「及び」に改め、同注書第３項及び第４項を次のように改める。

３ 職員が要介護者の世話のため休暇を申請する場合にあつては、理由の欄に要介護者の氏名、続柄、職員との同

居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を記入すること。

４ 職員が管理者が定める家族の世話のため休暇を申請する場合にあつては、理由の欄に当該家族の氏名、続柄及

び病名又は病状も記入すること。

別記様式第13号の注書に次の１項を加える。

５ 職員が負傷し、又は疾病にかかつた子の世話のため休暇を申請する場合にあつては理由の欄に子の氏名、生年

月日、続柄及び病名又は病状を記入し、疾病の予防を図るために必要な子の世話のため休暇を申請する場合にあ

つては理由の欄に子の氏名、生年月日、続柄及び当該健康診断又は予防接種の名称等を記入すること。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成22年６月30日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の山形県企業局就業規程（以下「改正後の規程」という。）第18条又は第18条の２の規定による請求のう

ち、平成22年６月30日を改正後の規程第19条第１項の時間外勤務制限開始日とするものに係る同項の規定の適用

については、同項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは、「平成22年６月30日」とする。

３ 平成22年４月１日からこの規程の施行の日の前日までの間に与えられた改正前の山形県企業局就業規程（以下

「改正前の規程」という。）別表第３その他の項第５の３号に定める休暇、同項第12号に定める休暇のうち配偶者

及び一親等の親族（小学校就学の始期に達するまでの子を除く。）並びに職員と住居を一にする親族を看護する

場合の休暇及び同号に定める休暇のうち小学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合の休暇については、

それぞれ改正後の規程別表第３その他の項第５の３号に定める休暇、同項第12号に定める休暇のうち管理者が定

める家族の世話を行う場合の休暇及び同項第13号に定める休暇のうち子の看護を行う場合の休暇として与えられ

たものとみなす。

４ この規程の施行前において与えられた改正前の規程別表第３その他の項第13号に定める休暇については、改正

後の規程別表第３その他の項第13号に定める休暇のうち子に母子保健法（昭和40年法律第141号）に基づく健康

診査又は予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づく予防接種を受けさせる場合の休暇として与えられたものと

みなす。

病院事業局関係

規 程

山形県病院事業管理規程第14号

山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県病院事業管理者 安 孫 子 痩 也

山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程

山形県病院事業局組織規程（平成15年３月県病院事業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。

第７条第３項の次に次の２項を加える。

４ 知事部局総務部総務厚生課の総務事務システム主幹、課長補佐、審査主査及び主事（職員の扶養親族の認定並

びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び

改定に関する事務を担当するものに限る。）の職にある者は、辞令を用いることなく本局の職員に併任されたもの

とする。
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５ 前項に定める職員が行う事務は、本局の職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び

寒冷地手当の支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び改定に関する事務とする。

附 則

この規程は、平成22年７月１日から施行する。

山形県病院事業管理規程第15号

山形県病院事業局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県病院事業管理者 安 孫 子 痩 也

山形県病院事業局就業規程の一部を改正する規程

山形県病院事業局就業規程（平成15年３月県病院事業管理規程第17号）の一部を次のように改正する。

第14条第５項第４号を削る。

第14条の２第５項第４号を削る。

第15条第１項中「次に掲げる職員以外の職員」を「職員（育児短時間勤務職員等を除く。）」に改め、同項各号を

削り、同条第４項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同項に次の１号を加える。

(3)部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとすることと

なったこと。

第21条中「職員（」を「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（」に改める。

第22条の見出しを削り、同条中「（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することの

できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）」、「、

第18条の規定による勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「」及び「」と

いう。）」を削り、同条各号を削り、同条を第22条の２とし、第21条の次に次の見出し及び１条を加える。

（育児を行う職員の時間外勤務の制限）

第22条 管理者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第18条の規定による勤務（災害そ

の他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。）をさせてはならない。

第23条第１項中「前条」を「前２条」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該制限を請求する期間については、第22条の規定による請求に係る期間と前条の規定に

よる請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

第23条第２項、第３項及び第５項中「前条」を「前２条」に改め、同条第６項中「前条」を「前２条」に改め、

同項第４号を削り、同条第７項中「前条」を「前２条」に、同項第２号中「子が」を「子が、第22条の規定による

請求にあっては３歳に、前条の規定による請求にあっては」に改める。

第24条中「及び第４号」を削り、「第22条中「職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子

を養育することのできるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）」を「第22条の２中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」に、「「前条」を「「前２条」に、

「前条」と、」を「前条」と、「ものとする。この場合において、第22条の規定による請求に係る期間と前条の規定

による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、」に改める。

「 「

別表第３その他の項期間の欄中 を に改め、同表中

」 」

一の年度につき５日以内１暦年５日以内

user
ノート
平成２２年９月１４日付け第２１７７号９８２頁に正誤あり
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「

を

」

「

に改める。

」

医師の診断書又はこれに

代わる書面等。

ただし、管理者がその事

実を確認できるときは、

これを省略することがで

きる。

次に掲げる区分ごとにそ

れぞれ１暦年につき５日

以内

(1) 配偶者及び一親等

の親族（小学校就学の

始期に達するまでの子

を除く。）並びに職員

と住居を一にする親族

を看護する場合

(2) 小学校就学の始期

に達するまでの子を看

護する場合

(19) 配偶者及び一親等の親

族並びに職員と住居を一に

する親族が疾病又は負傷の

ため看護を必要とする場合

で、職員以外に看護者がい

ない（小学校就学の始期に

達するまでの子を看護する

場合にあっては、その子の

看護のため勤務しないこと

が相当である）と認められ

るとき

当該乳幼児の氏名、生年

月日及び健康診査又は予

防接種の事実を確認でき

る書面。ただし、管理者

がその事実を確認できる

ときは、これを省略する

ことができる。

必要と認められる期間(20) 職員の保護する乳幼児

が母子保健法に基づく健康

診査又は予防接種法（昭和

23年法律第68号）に基づく

予防接種を受ける場合にお

いて当該職員の介助を必要

とするとき

管理者が、その事実を確

認する必要があると認め

られる場合にあっては、

当該事実を確認すること

ができる書類

次の各号に掲げる場合に

応じ、当該各号に定める

期間

(1) 要介護者の世話を

行う場合 一の年度に

つき５日（要介護者が

２人以上の場合にあっ

ては、10日）以内

(2) 管理者が定める家

族の世話を行う場合

一の年度につき５日以

内

(19) 負傷、疾病又は老齢に

より日常生活を営むのに支

障がある要介護者その他管

理者が定める家族の世話

（看護、介護その他の管理

者が定める世話をいう。）の

ため勤務しないことが相当

であると認められる場合

管理者が、その事実を確

認する必要があると認め

られる場合にあっては、

当該事実を確認すること

ができる書類

次の各号に掲げる場合に

応じ、当該各号に定める

期間

(1) 子の看護（次号に

掲げる場合を除く。）

を行う場合 一の年度

につき５日（当該子が

２人以上の場合にあっ

ては、10日）以内

(2) 子に母子保健法に

基づく健康診査又は予

防接種法（昭和23年法

律第68号）に基づく予

防接種を受けさせる場

合 必要と認められる

期間

(20) 小学校就学の始期に達

するまでの子の看護（負傷

し、若しくは疾病にかかっ

たその子の世話又は疾病の

予防を図るために必要なも

のとして管理者が定めるそ

の子の世話をいう。）のた

め勤務しないことが相当で

あると認められる場合
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別記様式第４号を次のように改める。

様式第４号

年 月 日

山形県病院事業管理者 殿

所属職 氏 名 ○印

育児休業（期間延長）承認請求書

次のとおり育児休業（期間の延長）の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明

書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る

子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。

３ 「５ 備考」欄には、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求に係る子の

出生の日から57日間に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該請求

に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。）にあってはその氏名、請求者との続柄及び生年

月日、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組が効力を生じた日、請求に係る子以外の子につ

いて現に育児休業の承認を受けている場合にあってはその旨、当該承認に係る子の氏名及び請求に係

る期間等について記入すること。

４ 該当する□にはレ印を記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

□育児休業の期間の延長□育児休業

２ 請 求 の 内 容

□再度の育児休業 □再度の育児休業の期間の延長

（再度の育児休業又は再度の育児休業の期間の延長が必要な事情を記入すること。）

年 月 日から 年 月 日まで３ 請 求 期 間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

４ 既に育児休業

を し た 期 間

５ 備 考
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別記様式第５号中

「

を

」

「

に改め、同

」

様式の注書中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。

「□育児休業等に係る子を配偶者が養育できることとなった。
別記様式第６号中 を「□育児休業等に係る子が

□育児休業等に係る子が死亡した。 」

死亡した。」に改める。

別記様式第７号及び別記様式第８号を次のように改める。

４ 配偶者の養育計画

配 偶 者 の 氏 名

□育児休業 □育児短時間勤務

□育児休業以外の休業・休暇 □その他（ ）

子を養育するため

の方法

５ 備 考

４ 備 考
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様式第７号

年 月 日

山形県病院事業管理者 殿

所属職 氏 名 ○印

育児短時間勤務（期間延長）承認請求書

次のとおり育児短時間勤務（期間延長）の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求

者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る

子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。

３ 「４ 勤務の形態」欄の「勤務の日及び時間帯」に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当

該欄により難い場合には、「６ 備考」欄に必要な事項を記入すること。

４ 「６ 備考」欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合にあってはその氏名、

請求者との続柄及び生年月日、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組の効力が生じた日、請

求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合にあってはその旨、当該承

認に係る子の氏名及び請求に係る期間等について記入すること。

５ 該当する□にはレ印を記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

□育児短時間勤務 □育児短時間勤務の期間の延長

２ 請 求 の 内 容 □再度の育児短時間勤務（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入すること。）

年 月 日から 年 月 日まで３ 請 求 期 間

週 時間勤務

山形県病院事業局就業規程第13条の２

□第１号 □第２号 □第３号 □第４号 □第５号 の勤務の形態

４ 勤 務 の 形 態

月（ ： ～ ： ） 火（ ： ～ ： ）

水（ ： ～ ： ） 木（ ： ～ ： ）

金（ ： ～ ： ）

勤 務 の 日

及 び

時 間 帯

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

５ 既に育児短時間

勤務をした期間

６ 備 考
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様式第８号

（表面）

年 月 日

山形県病院事業管理者 殿

所属職 氏 名 ○印

部 分 休 業 承 認 請 求 書

次のとおり部分休業の承認を請求します。

記

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（出産証明

書、戸籍抄本等）を添付すること（写しでも可）。

２ 該当する□にはレ印を記入すること。

３ 部分休業の承認が、職員の申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入すること。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

年 月 日生生 年 月 日

（部分休業が必要な事情を記入すること。）

２ 請 求 の 理 由

３ 請 求 期 間

及 び 時 間

４ 備 考

時 間期 間

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

□毎 日

□その他（ ）

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

□毎 日

□その他（ ）

年 月 日から

年 月 日まで
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（裏面）

「

「

別記様式第９号中 を に、

」

」

「□深夜において就業している。

（深夜勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）
を「□深夜において就業している。」に、同

□就業している。

（時間外勤務の制限を請求する場合で、該当するときのみ記入）」

様式の備考第２項第１号中「請求する」を「深夜勤務の制限を請求する」に、同項第２号中「就業している」を

「深夜において就業している」に、「就業日数」を「深夜における就業日数」に改める。

別記様式第10号中「養育できる者」を「深夜において常態として当該子を養育できる者」に改める。

別記様式第21号の注書第２項中「当該休暇」を「育児時間」に改め、同注書第３項及び第４項を次のように改め

る。

３ 職員が要介護者の世話のため休暇を申請する場合にあっては、理由の欄に要介護者の氏名、続柄、職員との同

居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を記入すること。

４ 職員が管理者が定める家族の世話のため休暇を申請する場合にあっては、理由の欄に当該家族の氏名、続柄及

び病名又は病状も記入すること。

別記様式第21号の注書に次の１項を加える。

５ 職員が負傷し、又は疾病にかかった子の世話のため休暇を申請する場合にあっては理由の欄に子の氏名、生年

備 考承認者印請求者印時間数
休業の承認を取り消された時間

日付
午 後午 前

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間

分

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務

（山形県病院事業局就業規程

□第22条 □第22条の２）

□ 深 夜 勤 務

□ 時間外勤務
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月日、続柄及び病名又は病状を記入し、疾病の予防を図るために必要な子の世話のため休暇を申請する場合に

あっては理由の欄に子の氏名、生年月日、続柄及び当該健康診断又は予防接種の名称等を記入すること。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成22年６月30日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の山形県病院事業局就業規程（以下「改正後の規程」という。）第22条又は第22条の２の規定による請

求のうち、平成22年６月30日を改正後の規程第23条第１項の時間外勤務制限開始日とするものに係る同項の規定

の適用については、同項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは、「平成22年６月30日」とする。

３ 平成22年４月１日からこの規程の施行の日の前日までの間に与えられた改正前の山形県病院事業局就業規程

（以下「改正前の規程」という。）別表第３その他の項第10号に定める休暇、同項第19号に定める休暇のうち配偶

者及び一親等の親族（小学校就学の始期に達するまでの子を除く。）並びに職員と住居を一にする親族を看護す

る場合の休暇及び同号に定める休暇のうち小学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合の休暇について

は、それぞれ改正後の規程別表第３その他の項第10号に定める休暇、同項第19号に定める休暇のうち管理者が定

める家族の世話を行う場合の休暇及び同項第20号に定める休暇のうち子の看護を行う場合の休暇として与えられ

たものとみなす。

４ この規程の施行前において与えられた改正前の規程別表第３その他の項第20号に定める休暇については、改正

後の規程別表第３その他の項第20号に定める休暇のうち子に母子保健法（昭和40年法律第141号）に基づく健康

診査又は予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づく予防接種を受けさせる場合の休暇として与えられたものと

みなす。

山形県病院事業管理規程第16号

山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成22年６月29日

山形県病院事業管理者 安 孫 子 痩 也

山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程

山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第20号）の一部を次の

ように改正する。

別表第１給与の項第１項の次に次の１項を加える。

別表第１財務の項第９項中「扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び子ども手当の支給に

ついて」を「子ども手当」に改め、「及び確認並びに支給額の決定及び改定」を削る。

附 則

この規程は、平成22年７月１日から施行する。

第４条第２項ただし書

の規定にかかわらず、

主幹がその権限を行使

することができる。

○２ 所属職員の扶養親族の認定

並びに住居手当、通勤手当、

単身赴任手当及び寒冷地手当

の支給についての認定及び確

認並びに支給額の決定及び改

定に関すること。
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公 告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第263条の２第２項の規定により、社団法人全国公営住宅火災共済機構から

平成21年度の経営状況について、次のとおり通知があった。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 事業実績

加入都道府県市区町村会員数 688

加入戸数 881,650 戸

共済委託契約金額 7,868,731,286 千円

火災共済掛金 1,066,939 千円

被災戸数 242 戸

火災共済給付金 283,274 千円

特定給付金 16,644 千円

復興建築助成戸数 126 戸

復興建築助成金 61,551 千円

住宅災害見舞戸数 641 戸

住宅災害見舞金 37,740 千円

住宅防火施設整備補助会員数 211

住宅防火施設整備補助金 107,891 千円

２ 貸借対照表（平成22年３月31日現在） (単位：千円)

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産 687,983

２ 固定資産

(1)特定資産

① 異常危険準備金資産 2,913,967

② その他特定資産 1,702,454

(2)その他資産 366,320

資産合計 5,670,724

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債 609,680

２ 固定負債 3,042,682

負債合計 3,652,362

Ⅲ 正味財産の部

正味財産合計 2,018,362

負債及び正味財産合計 5,670,724

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

平成22年６月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

山形県警察通信指令システム機器 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

山形県警察本部生活安全部通信指令課 山形市松波二丁目８番１号 電話番号023(626)0110

３ 落札者を決定した日 平成22年５月10日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通株式会社山形支店 支店長 武井 深 山形市本町一丁目４番21号

５ 落札金額 563,850,000円
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６ 特定調達契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日 平成22年３月26日

正 誤

正誤行ページ
県公報

番 号
発行年月日

学校職員職員27４号外(13)平成22.4.1

学校職員職員29同同同

学校職員職員32同同同

学校職員職員33同同同

削り、附則第１項の項番号を

削る。

削る。下から１５号外(16)同
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